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○新潟市露店市場管理条例施行規則 

昭和25年４月１日規則第10号 

改正 

昭和29年３月９日規則第10号 

昭和30年11月30日規則第26号 

昭和33年12月23日規則第43号 

昭和35年９月12日規則第43号 

昭和36年４月17日規則第30号 

昭和41年３月31日規則第９号 

昭和62年３月27日規則第12号 

平成17年３月18日規則第79号 

平成19年３月30日規則第61号 

平成25年３月15日規則第17号 

平成28年３月28日規則第42号 

令和３年３月31日規則第26号 

新潟市露店市場管理条例施行規則 

第１条 この規則は、新潟市露店市場管理条例（昭和25年新潟市条例第15号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２条 条例第５条第２項により、同条第１項各号の規準外の施設をなさんとするものは、詳細な

る理由を付し市長に申請し、その承諾を受けなければならない。 

第３条 条例第８条第１項の規定により出店の許可を受けようとする者は、第１号様式による申請

書により申請しなければならない。ただし、同条第２項第２号の臨時露店の出店の許可を受けよ

うとする者及び同条第３項の規定により臨時に出店の許可を受けようとする者は、別に市長の定

めるところにより申請することができる。 

第４条 市長は、前条本文の規定による申請があつた場合において、出店を許可したときは、第２

号様式による許可証を交付するものとする。 

２ 出店者は、前項の規定により許可証の交付を受けた場合は、出店に際し当該許可証を必ず携帯

するものとし、必要があるときにこれを提示しなければならない。 

３ 出店者は、前条本文の規定による申請に係る申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速

やかに、その旨を市長に届け出るものとする。 
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第５条 条例第12条第１項による出店料減免の申請をなさんとするものは、その理由を付し、市長

の承認を受けなければならない。 

第６条 市長は、出店料の徴収事務のうち、納入通知及び収納の事務（以下「収納事務」という。）

を私人に委託することができる。 

２ 市長は、前項の規定により収納事務を私人に委託したときは、委託料を支払うものとする。 

第７条 市長は、収納事務の委託を受けた者（以下「受託者」という。）に対し、その身分を証す

るため、第３号様式による露店市場出店料収納事務委託証を交付するものとし、受託者は必要が

あるときにこれを提示しなければならない。 

第８条 受託者は、出店料を収納したときは、あらかじめ市長の指定する領収印を押した領収証書

を納人に交付するとともに、当該出店料を市の指定金融機関若しくは収納代理金融機関又は出店

料の収納について委任を受けた出納員若しくは分任出納員にすみやかに払い込まなければならな

い。 

２ 前項の規定により出店料の払い込みをするときは、第４号様式による払込書兼計算書を添付し

なければならない。 

第９条 市長は、受託者に不正の行為があつたとき、その他市長が収納事務の委託を継続すること

が不適当と認めるときは、契約を解除するものとする。 

第10条 受託者は、前条の規定により契約を解除されたとき又は契約の期間が満了したときは、市

長の指示に従い受託事務に関する一切の書類及び収納した未払込みの出店料を市長の指定する者

に引き渡さなければならない。 

第11条 出店者は、休業しようとするときは、休業期間及び理由を付した届書を提出し、市長の承

認を受けなければならない。 

２ 前項による届出をなさず５日以上出店しないときは、出店の許可を取消すことができる。 

３ 出店者は、出店を取りやめたときは、第５号様式による届書を提出しなければならない。 

第12条 条例第９条第１項若しくは第２項若しくは第14条又は前条第２項の規定により許可を取り

消したときは、第６号様式による通知書により通知するものとする。 

２ 条例第14条の規定により退去を命ずるときは、第７号様式による命令書を交付して行うものと

する。 

第13条 露店管理のため、職員が市場を巡回する場合において当該職員たる身分を証明するため証

票を携行せしめる、その証票は、第８号様式による。 

附 則 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和29年規則第10号） 

この規則は、昭和29年３月１日から適用する。 

附 則（昭和30年規則第26号） 

この規則は、昭和30年12月１日から施行する。 

附 則（昭和33年規則第43号） 

この規則は、昭和34年１月１日から施行する。 

附 則（昭和35年規則第43号） 

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年９月１日から適用する。 

附 則（昭和36年規則第30号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行の際、改正前の規定により交付された許可証、身分証等で現に効力を有するもの

は、この規定により交付されたものとみなす。 

３ この規則施行の際、現に保有する改正前の規則に定める様式による申請書、届書、報告書等の

用紙は、昭和36年７月31日まで使用することができるものとする。 

附 則（昭和41年規則第９号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和41年４月１日から施行する。 

（経過規定） 

２ この規則による改正前の新潟市露店市場管理条例施行規則（以下「規則」という。）の規定に

より交付された露店出店許可書は、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものと

みなす。 

附 則（昭和62年規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和62年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、残存する用紙については、当分の間使用できるものとする。 

附 則（平成17年規則第79号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年３月21日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際、残存する用紙については、当分の間、適宜修正して使用できるものとす

る。 

附 則（平成19年規則第61号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にされている改正前の第３条本文の規定による申請は、改正後の第３条

本文の規定による申請とみなす。 

附 則（平成28年３月28日規則第42号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 行政不服審査法（平成26年法律第68号）附則第３条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる不服申立てであって、この規則の施行前にされた処分又は不作為に係るものについては、な

お従前の例による。 

附 則（令和３年３月31日規則第26号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）

により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用

することができる。 
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第１号様式 
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第２号様式 

 

第３号様式 
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第４号様式 
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第５号様式 
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第６号様式 
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第７号様式 
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第８号様式 

 


